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まえがき 
この基準及び指針は、事業継続マネジメントシステム(BCMS)認証業務を行っている第

三者機関（以下、認証機関という）が、BCMS認証基準（BS 25999-2:2007）に基づいて行う

認証業務の遂行に関して適格であり信頼できると承認されるために遵守すべき一般要求事

項及び指針を定めている。 

この基準及び指針は、JIS Q 17021：2007(ISO/IEC 17021：2006)をそのまま適用する。 

 

JIS Q 17021：2007(ISO/IEC 17021：2006) 適合性評価－マネジメントシステムの審査

及び認証を行う機関に対する要求事項 

BS 25999-2:2007 事業継続マネジメント－第 2部 仕様 

 

 

序文 
JIS Q 17021：2007の「序文」を適用する。 

 

１．適用範囲 

JIS Q 17021：2007の「1 適用範囲」を適用する。 

 

２．引用規格 

JIS Q 17021：2007の「2 引用規格」を適用する。 

 

３．用語及び定義 

JIS Q 17021：2007の「3 用語及び定義」を適用する。 

 

４．原則 

JIS Q 17021：2007の「4 原則」を適用する。 

 

５．一般要求事項 

JIS Q 17021：2007の「5 一般要求事項」を適用する。 

 

６．組織運営機構に対する要求事項 

JIS Q 17021：2007の「6 組織運営機構に対する要求事項」を適用する。 

 

７．資源に対する要求事項 

JIS Q 17021：2007の「7 資源に対する要求事項」を適用する。 
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８．情報に関する要求事項 

JIS Q 17021：2007の「8 情報に関する要求事項」を適用する。 

 

９．プロセス要求事項 

JIS Q 17021：2007の「9 プロセス要求事項」を適用する。 

 

１０．認証機関に対するマネジメントシステム要求事項 

JIS Q 17021：2007の「10 認証機関に対するマネジメントシステム要求事項」を適用す

る。 

 

 


